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１ 月 教 育 委 員 会 会 議 会 議 録 
 
          日時：令和３年１月１４日  午後２時 

          場所：山口県教育庁教育委員会室                   
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 それでは、ただいまより令和３年１月の教育委員会会議を開催いた
します。 
 最初に本日の署名委員の指名を行います。 
 佐野委員と頴原委員、よろしくお願いします。 
 
 それでは、議案に入ります。 
 それでは、議案第１号について、教育政策課から説明をお願いしま
す。 
 

議案第１号山口県教育委員会表彰規則による表彰について、御説明
いたします。議案書の、２ページを御覧ください。 
去る１２月２９日に山口県立周防大島高等学校の河村佳代子教諭

が、１月９日に山口市立阿知須小学校の山田貴子教諭が逝去されまし
た。これに伴いまして、この方々が、表彰規則による「永年その職務

に精励した者」であるとして、周防大島高等学校及び山口市教育委員
会から教育功労者表彰の内申がございました。 
 死亡退職に伴う表彰に係る永年精勤者は勤務年数が２０年以上の者
となっておりまして、内申の状況と併せまして、表彰の基準を満たす
ものでございました。 
 急な退職に対応し、これまでのご功績に報いるためにも、速やかに

表彰する必要がございましたことから、「教育長に対する事務の委任
等に関する規則」第４条第１項の規定に基づき、教育長が臨時に代理
して、１２月２９日付けで 河村教諭を、１月９日付けで山田教諭を表
彰いたしましたので、御報告し、承認をいただきたく、お諮り申し上
げます。 
 
 ただいま教育政策課から議案第１号について説明がありましたが、
御意見、御質問はありますか。 
死亡退職に伴う永年精励表彰ということですが。 

 
 議案第１号について、承認することとしてよろしいですか。 
 

承認 
 
それでは、議案第１号を承認いたします。 
 
続いて、報告事項に入ります。 
報告事項１について、高校教育課から説明をお願いします。 

 
 「令和３年度山口県公立高等学校入学者選抜実施上の新型コロナウ
イルス感染症への対応について」御報告いたします。会議資料の３ペ
ージに、概要をお示ししておりますので、御覧ください。 
高等学校入学者選抜において、志願者に安心して受検してもらうた
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めには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底するこ
とが重要であることは言うまでもありません。一方で、高等学校入学

者選抜は中学生等が将来の進路を実現するための重要な機会であるこ
とから、志願者の中に万一感染者等が発生した場合であっても、受検
機会の確保の観点から適切に対応する必要があります。 
 こうした考え方のもと、新型コロナウイルス感染症への対応を、次
のように取りまとめたところです。 
まず、１の「基本方針」ですが、現在、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大が続いている状況にありますが、検査会場における感染症
対策に万全を期した上で、予定どおり学力検査を実施することとして
います。 
２の「検査会場における感染症対策」につきましては、（１）にあ

りますように、平素からの感染防止に向けた対応を徹底することはも
とより、学力検査等の前日に清掃・消毒を実施するなど、感染拡大防

止に向けた対策を適切に講ずることとしています。また、（２）です
が、学力検査等の実施当日におきましては、マスク着用、換気の実
施、座席の間隔の確保等を行うなど、感染症対策の徹底を図ります。 
次に、３（１）ですが、感染者については受検を認めないこととし

ています。濃厚接触者や疑似症患者については「受検を認めるが、受

検生及び保護者の判断により、受検を控えることも考えられる」とし
ており、受検する場合は、専用の別室において受検することとなりま
す。発熱等の風邪の症状のある者については、御覧のとおりです。な
お、（２）ですが、感染者や風邪の症状のある者などが、学力検査を
欠席した場合であっても、選抜の対象とすることとしています。 
これらの内容については、全ての県立高校及び県内の中学校等に宛

てて、既に１２月に通知いたしましたので、御報告いたします。 
以上です。 

 
 ただいま高校教育課から報告事項１について説明がありましたが、
御意見、御質問はありますか。 
大変関心のある事かと思いますが。 

 
感染拡大が続く中、生徒も先生も大変な思いをされている中での対

応だと思いますが、いくつかお伺いします。高等学校の教職員の方々
の感染症への対応徹底というところで、１４日前からの検温などの対
応を具体的に教えてください。また、密になる可能性が高いのがトイ
レや食事の時だと思いますが、そういった状況での対応についても教

えてください。 
 
教職員の検温等の体調管理については、現在でも毎日健康チェック

などをするように学校の方で徹底していると思います。受検生に関し
ましては健康チェックシートを受検票と一緒に中学校に配る予定で
す。その健康チェックシートを受検当日に持ってくるように指導して
いただくことにしていますので、体調の管理はそのペーパーでできる
と思っています。当日のトイレや食事等の指導についてですけど、ト
イレについては前日にドアノブなどすべて消毒するよう指示を高等学
校の方にしておりますが、使用についての制限等については特に準備
はしていません。それから食事については昼食の時間がありますの
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で、生徒が昼食をとりますけど、その際に無駄なおしゃべりをしない
ように中学校を通して事前に指導していただく様に中学校の方にお願

いしています。当日も高等学校の方で昼食の指導についてはお願いす
るという形をとっていますので無駄なおしゃべりをしないで静かに食
べていただけるものと考えています。 
 
万全を期すために、保護者の方にも検温等を行ってもらうというこ

とですが、たくさんいらっしゃったら、中には明らかに体調が悪いと
思われる生徒さんが来られた時に、別室での受検というのも用意され
ているということでしたが、その辺りどのような形で対応されるのか
教えていただきたいと思います。 
 
先ほど言いました健康チェックシートによってチェックしますの

で、学校で検温する機会はないと思います。受付の時に体調はどうで

すかという声掛けを昨年度は致しましたが、今年度も昨年の前例があ
りますので、各学校でやってもらえると思います。実際に体調が悪い
者がいましたら、遠慮なく別室を使っていただくことで、例年の形で
受検できると思っております。今年度につきましては、通常の体調が
悪い者や特別な配慮が必要な受検生、またインフルエンザの者もいる

かもしれませんので、複数別室を用意するように学校にはお願いして
います。ですので、個別に体調が悪い者がいましたら、そちらで対応
するようになると思います。 
 
人生のイベントとしてすごく大切なものなので、不安に感じる方も

多いと思うんですけど、もしも本当に体調が悪くて欠席される場合で

あっても選抜の対象とするというところですけど、その辺りをもう少
し教えていただけたらと思います。 
 
当日欠席した受検生につきましては、学力検査の点数は出ません

が、まず一つ調査書を事前に提出しており、それが選抜の資料になり
ます。それから学力検査に代わる資料を、高等学校は中学校に提出を
お願いする事ができるという規定を設けていますので、例えば実際に
あったかは別として、通知表のコピーや定期テストのコピーなどを求
めることが出来る様になっていますので、いろんな形でその子の力を
見るということをし、選抜の対象にする事になっています。 
 
受検生は通常マスクを着けるという事ですが、本人確認の時とかは

どうされるのかという事と、換気に関しては休憩時間に１０分程度と
ございますが、教室の造りによっても違うかと思うんですけども、窓
とかは少し開けるとか、そういう事じゃなくて休憩時間にだけ換気を
されることになるのか、開けるとしたら寒くなると思うんですが、ジ
ャケットとかはひざかけがわりにしていいのかとか少し細かなことに
なるんですけど教えていただければと思います。 
 
本人確認につきましては、受検票に写真がありませんので高等学校

の場合はマスクが有っても無くても信じるしかないです。ほとんどの
学校は中学校の先生が引率して来ていただいていますので、本人であ
るという前提で検査を実施するという事になると思います。換気につ
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いてですが、昨年度もそうですが、基本的にはストーブを朝早くから
点けて部屋の中をまず温めておきます。試験中は２方向、右と左、前

と後ろを常時握りこぶし１個分程度開けておくということで昨年指示
がありました。併せて試験が５０分終わったら２０分休憩があります
ので、その休憩の時間、半分は全開で換気をするようにしています。
昼休みも同様に長い時間全開の時間があるので、換気については常時
の部分と一時的に広く長い部分と２回に分けて徹底してやっていきた
いと思います。 
 
今回初めてではなく前年度に新型ウイルス対策の経験がありますの

で、それを踏まえてですね、現状を加味してしっかり対応してくれる
ものと考えています。もちろん私どももしっかり注意を払いますけど
も、各学校で臨機応変に対応しなければいけないということもあるか
もしれませんが、それは初めての経験じゃないってことは有難いと思

います。 
 
それでは、報告事項１については、以上のとおりとします。 
次に、次回の教育委員会会議の日程について、教育政策課から説明

をお願います。 

 
次回の教育委員会会議は、令和３年２月１８日（木）午後２時を予

定しております。よろしくお願いします。 
 

 
 


